
４ ． 手続内容 ※受付店以外の預金等の払戻し請求時は取引店名をご記入ください。

・ 下記取引の解約払戻にあたっ ては、 各取引規定にかかわら ず、 貴組合所定の方法でお取扱いく ださ い。

山梨県民信用組合　 御中 ・ 新名義人欄に記載のあるも のは名義を 変更し 、 それ以外のも のは解約し てく ださ い。

令和 年 月 日 ・ 喪失物件につき まし ては、 後日発見し た場合は私ども の責任において破棄し 、 貴組合には一切の迷惑・ 損害を おかけし ま

　 過日亡く なり まし た、 被相続人の貴組合と の取引における相続手続き については、 本依頼書の通り お取扱いく ださ

なお、 本件に関し 、 私ども が提出し た必要書類以外に本件取引にかかる権利関係を 証する書類はなく 、 相続人等関係 普通・ 定期・ 定積・ (         )

の間で係争と なっ ている事実も あり ません。 普通・ 定期・ 定積・ (         )

　 本件につき 、 私ども 以外に相続権を 主張する者があら われた場合には私ども が責任を も っ て引受け、 貴組合にはい 普通・ 定期・ 定積・ (         )

さ い迷惑・ 損害を かけません。 普通・ 定期・ 定積・ (         )

１ ． 被相続人の方についてご記入く ださ い。 普通・ 定期・ 定積・ (         )

平成・ 令和 普通・ 定期・ 定積・ (         )

普通・ 定期・ 定積・ (         )

普通・ 定期・ 定積・ (         )

※②の場合は住民票の除票・戸籍の附表等により、住所変更の事実の確認をさせていただきます。 円
２ ． 相続手続を さ れる 方のご署名ご捺印を お願いし ます（ 必ず自署し てく ださ い） 。

【 1. 代表相続人　 2. 相続人　 ３ . 受遺者　 4. 遺言執行者　 5. 遺産整理受任者　 6. その他( 　 　 　 　 　 　 　 　 円

   [続柄　　　　　]　[TEL　　　　　　　　　　　] ※ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ・ﾛｰﾝｶｰﾄﾞの提出は不要です。お客様ご自身にて裁断のうえ破棄願います。

５ ． 貸金庫契約の取扱内容 【 解約日　 　 令和　 　 年　 　 月　 　 日】

相続人・受遺者　(続柄　　　　)(TEL                              )                        相続人・受遺者(続柄　　　　)(TEL                            )

本人 代理人

６ ． 相続預金等のお受取方法　 （ 該当箇所にレ 点を つけてく ださ い）

□ 口座へお振込み ※当組合本支店をご指定いただく場合、振込手数料は無料です。

相続人・受遺者　(続柄　　　　)(TEL                              )                        相続人・受遺者(続柄　　　　)(TEL                            ) ・ 下記口座に振り 込んでく ださ い。 他行宛振込手数料は振込金より 差し 引いてく ださ い。

・ 端数が生じ た場合については（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） に加算し てく ださ い。

フ リ ガナ □ 山梨県民信用組合

お名前

相続人・受遺者　(続柄　　　　)(TEL                              )                        相続人・受遺者(続柄　　　　)(TEL                            )

フ リ ガナ　 □ 山梨県民信用組合

お名前

フ リ ガナ　 □ 山梨県民信用組合

お名前
【遺産分割協議書の提出があり、各相続人の継承する預金が明確に特定できる場合は下記にレ点をつけてください。】

□ 窓口でのお受取り

・ 下記の金額を 確かに受領し まし た。 （ 元利金合計金額） 　 　 ※金額の頭部に￥を ご記入く ださ い。

３ ． 出資持分の表示・ 取り 扱い内容※出資持分の共同相続はできませんので、加盟の場合は１名の方を選定してください。

円 円 様

円 円 様

円 円 様

※１ 出資持分の加入は当組合の加入資格がある方１名に限ります。 【 組合使用欄】
※２ 脱退による出資持分のお支払いは、申出を受けた事業年度末に [ 特記事項]

おける組合の財産確定後(総代会承認の翌営業日)以降になりま

す。(申出期間によっては翌事業年度の取り扱いになります)

相続預金等払戻・名義変更依頼書

【 Ａ ３ 用紙にて使用】 　 【 預共―相続０ ２ 】

実印

実印

㊞

実印

㊞

実印

㊞

実印

㊞

実印

㊞

実印

㊞
お名前 お名前

㊞

相続加入

脱　 退

□

□

ご住所

相続加入又は
払戻を受ける方

お取引店名 組合員番号 喪失物件
出資金額

(１口1,000円)
取扱方法 金　額

□ 　 遺産分割協議書の通り にて、 該当箇所の記入を省略し ます。

お名前 お名前

ご住所 お名前

ご住所 ご住所

お名前 亡くなられた日

ご住所 ご住所

ご住所

お名前 お名前

ご住所

年 月 日

通帳・ 証書

お届出日

店　名※

預
金
等

科　目

ご住所

新名義人
(名義変更の場合のみご記入ください）

口座番号

(左詰めでご記入ください）

通帳・ 証書

貸
越
金
等

取 引 種 類
　 　 ①当組合にお届けのご住所

　 　 ②最後にお住いのご住所
　 　 　 が①と 相違する場合

通帳・ 証書

総合口座当座貸越金

ｶ ﾄーﾞ ﾛ ﾝー・ 当座貸越金

喪失物件

通帳・ 証書

通帳・ 証書

検　 印 精　 査 受　 付

㊞

普通

金　額　（合計）

□

□

解 約 方 法

別途差引計算を 行っ たう え、 取引を 解約し てく ださ
い。

口座名義 金融機関名 店名

第　 　 　 　 号

鍵

カ ード

喪失物件 解 約 方 法

銀行・ 信金
( 　 　 　 )

銀行・ 信金
( 　 　 　 )

銀行・ 信金
( 　 　 　 )

貸金庫番号

□

別途資金により 返済し ますので、 返済後に取引を解約し てく ださ い。

科目 口座番号

総務人事部 取引店（ 　 　 　 　 　 　 　 ） 受付店（ 　 　 　 　 　 　 　 ）

・ 左記取引の解約、 内容物の返却を 依頼し ます。 なお、 左記取引を 解約し 内容物( 戻手
数料を 含む) を 受領する一切の件を 相続人代表者、 も し く は相続人代表者が指定する者
に委任し ます。 喪失物件があり 、 後日発見し た場合は、 直ちに貴組合に提出し ます。

通帳・ 証書

通帳・ 証書

通帳・ 証書

令和 　 　 年　 　 月　 　 日
円

お受取日 金　額 お名前

当座

(        )

普通

当座

(        )
普通

当座
(        )

本店
支店

本店
支店

本店
支店

受　 付精　 査検　 印

№　 　 　 　 　 　 　 　

№　 　 　 　 　 　 　 　

№　 　 　 　 　 　 　 　

出資証券

出資証券

出資証券

・ 喪失物件につき まし ては、 後日発見し た場合は私ども の
責任において破棄し 、 貴組合には一切の迷惑・ 損害を おか
けし ません。

令和 　 　 年　 　 月　 　 日
円

㊞

令和 　 　 年　 　 月　 　 日
円

㊞

Ｃ Ｉ Ｆ （ 　 　 　 　 　 　 　 ） Ｃ Ｉ Ｆ （ 　 　 　 　 　 　 　 ） Ｃ Ｉ Ｆ （ 　 　 　 　 　 　 　 ）
検　 印 精　 査 受　 付
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